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藤沢市ふじさわ宿交流館における 

新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 

 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、来館に際しては以下の条件をご確

認いただき、ご利用をお願いします。 

 

１ 来館者へのお願い 

（１）次の場合は、来館をお控えください。 

ア ３７．５度以上の発熱がある場合（または平熱比１度超過） 

イ 息苦しさ（呼吸困難）・強いだるさや、軽度であっても咳・咽頭痛な 

どの症状がある場合 

ウ 新型コロナウイルス感染者陽性とされた者との濃厚接触がある場合 

エ 過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされ

ている国・地域への渡航及び当該在住者との濃厚接触がある場合 

（２）館内ではマスクをご着用ください。 

（３）手指消毒薬を設置しておりますので、手指の消毒をお願いします。 

（４）館内入口の検温器で検温をお願いします。 

（５）「咳エチケット」にご協力ください。 

（６）展示物、ガラスケース、壁面にお手を触れないようお願いします。 

（７）密集を避けるため、館内では他のお客様と一定の間隔をお取りください。 

（８）館内での飲食の際には、指定の場所で、飲食する時だけマスクを外し、

会話の時はマスクを着用してください。 

（９）チラシ・パンフレット等は、設置場所よりご自由にお取りください。 

（10）トイレの蓋を閉めて汚物を流してください。 

（11）トイレの順番待ちは、床の表示に従って整列をお願いします。 

（12）当館は、神奈川県の「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」を導入してお

りますので、登録へのご協力をお願いします。 

（13）団体のお客様はあらかじめ人数、滞在時間を分けてご入館ください。 

（14）同じ日時で会議室を使用した方の中でPCR検査陽性の方がいた場合、保

健所に情報提供することに同意をお願いします。 

（15）同じ日時でイベントに参加した方の中でPCR検査陽性の方がいた場合、

保健所に情報提供することに同意をお願いします。 

(16) 会話する時間は出来る限り短くし、大声は避けてください。 



   

 

２ 当館の対応 

（１）館内(会議室及びイベント等を除く) 

ア 入館の人数（１度に１０人程度）、滞在時間（最大３０分）の制限を

行います。 

イ 開館中に、清掃、消毒、換気を行います。 

ウ 職員は、定期的な薬用せっけんなどの手洗いに努め、マスクを着用さ

せていただきます。 

エ ご来館の方に、咳エチケットなどのご協力を、貼紙やお声がけでお願

いします。 

オ 飛沫感染を予防するため、受付カウンターに透明ビニールカーテンを

設置させていただきます。 

カ 職員による館内のご案内、展示物等のご説明は、お客様と一定の間隔

を取った上で、必要最低限にさせていただきます。 

キ テーブル、椅子等の物品の消毒を定期的に行います。 

（２）会議室 

  ア 各会議室の定員は、次のとおりとします。 

  （ア）第１会議室 １３名 

  （イ）第２会議室 １３名 

（ウ）第１会議室と第２会議室の両方を使用 ２６名 

イ 会議室使用の際には、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための会

議室使用チェックリスト」のご提出をお願いします。なお、提出され

ない場合の使用はご遠慮いただきます。 

ウ 会議室の使用者については、感染者が発生した場合の対応に備え、氏

名及び電話番号を把握させていただきます。 

エ 会議室使用後、テーブル、椅子等の物品の消毒を行います。 

オ 会議室使用者の感染が疑われる場合には、保健所の聞き取りに協力

し、必要な情報提供を行います。 

（３）多目的ホール 

ア 多目的ホールを利用したイベントの定員の上限は４０名とします。 

イ 飛沫感染を予防するため、多目的ホール舞台に全面ビニールシートを

設置します。 

ウ イベントの当日は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイベ

ント参加チェックリスト」のご提出をお願いします。なお、提出され

ない場合の使用はご遠慮いただきます。 

  エ 座席は原則として指定席とします。 



   

  オ マスク着用や定期的な手指消毒を奨励します。 

  カ イベント当日の入り口に行列が生じる場合、最低１メートルの間隔を

空けた整列を促します。 

キ イベント使用後、テーブル、椅子等の物品の消毒を行います。 

ク イベント参加者の感染が疑われる場合には、保健所の聞き取りに協力

し、必要な情報提供を行います。 

 

３ その他 

 本ガイドラインは、公益社団法人全国公民館連合会「公民館における新型コ

ロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」（一部改訂 令和３年１０月２９

日）を参考に作成しています。今後、国等のガイドライン等に変更があった場

合は、本ガイドラインを変更することがあります。 

以 上 


